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居宅介護支援業務における適切な取扱いについて 

 

平素は、本市高齢者福祉施策の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼を申し上

げます。 

みだしのことに関し、運営基準に即した対応が不十分である事業所が散見されたため、

対応の徹底がなされるよう、管理をお願いいたします。 

なお、適切な業務取扱いがなされていない場合は、下記のとおり運営基準減算が適用

されますので、十分ご留意ください。 

 

記 

１ 運営基準減算について 

  別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単

位数の１００分の５０に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が２月以上

継続している場合は、所定単位数は算定しない。 

 

２ 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合について 

 （指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅

療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成 12年 3月 1

日 老企第 36号)より抜粋） 

 

(１) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる

こと 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を求めることができること 

・前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以

下(１)において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービ

ス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において

作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに

同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提

供されたものが占める割合 

 

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消

されるに至った月の前月まで減算する。 



 (２) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算さ

れる。 

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家

族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当該月」

という。）から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていな

い場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当該月から

当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利

用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅

サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該

状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

(３) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者

会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月

の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場

合 

 

(４) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニ

タリング」という。）に当たっては、次の場合に減算されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態

が１月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が

解消されるに至った月の前月まで減算する。 

 

３ 留意点 

 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合（１）については、平成 30 年度介

護報酬改定に伴い新たに規定され、令和３年度介護報酬改定に伴い、内容の見直

しがなされています。なお、交付する文書は、重要事項説明書等への記載などを

想定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合わせ先】 

〒673-8686 明石市中崎 1丁目５番 1号  

明石市 福祉局高齢者総合支援室 介護保険担当（給付係） 

TEL：078-918-5091 Fax：078-919-4060 

mail：kaigo@city.akashi.lg.jp 


